
証券コード：1720

決議事項

定時株主総会
招集ご通知

第20回

2023年６月27日（火）午前10時
受付開始時刻は午前９時を予定しております。

開催日時

開催場所
東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル
地下２階 ボールルーム

当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、予定しておりません。

第１号議案 剰余金の処分の件

インターネットまたは書面による
議決権行使期限

2023年６月26日（月）午後６時まで

第２号議案 取締役10名選任の件

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からもご覧いただけます。
https://s.srdb.jp/1720/

詳しくは5ページ

議決権行使書のQRコードから
スマートフォンで行使できます。

見本

見本
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8 ごあいさつ
株主の皆様におかれましては、平素より格

別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに、当社第20回定時株主総会招集ご通

知をお届けするとともに、第20期の事業の概
況についてご報告申し上げます。
株主の皆様におかれましては、今後とも倍

旧のご支援を賜りますよう、何卒お願い申し
上げます。

代表取締役社長



（証券コード 1720）
2023年６月 7日

（電子提供措置の開始日2023年 5月 31日）
株 主 各 位
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東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号

取締役社長 寺 田 光 宏

第20回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.tokyu-cnst.co.jp/ir/stock/meeting/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「東急建設」または
「コード」に当社証券コード「1720」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認く
ださい。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面の郵送によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、
2023年６月26日（月曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始午前９時）
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番１号 セルリアンタワー東急ホテル

地下２階 ボールルーム
3. 目的事項
報 告 事 項 1. 第20期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第20期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
●インターネットと書面両方で議決権行使された場合は、インターネットを有効とさせていただ
きます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた
議決権行使を有効とさせていただきます。

●ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上
当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、予定しておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎電子提供措置事項のうち、本株主総会招集ご通知には、法令および当社定款第16条第２項の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。

・事業報告の「会計監査人の状況」および「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成する
に際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎本株主総会の決議結果は、書面による決議通知のご送付に代えて、本株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させて
いただきます。



議決権行使のご案内

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。
機関投資家の皆様へ

2023年６月27日（火）午前10時開催日時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会へのご出席

2023年６月26日（月）午後６時まで行使期限

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、
画面の案内に従って、賛否をご入力ください。
なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。

インターネットによる議決権行使

2023年６月26日（月）午後６時必着行使期限

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください｡

書面による議決権行使

※�議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担とな
ります。

ご注意事項
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システム等に関する
お問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間 9：00～21：00）

議案に対する賛否を入力してください。

インターネットによる
議決権行使

行使期限 2023年６月26日（月曜日）
午後６時まで

以降は画面の入力案内に従って�
賛否をご入力ください。４

「登録」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「パスワード」を入力

議決権行使書用紙に記載された�
「パスワード」をご入力ください。３

「ログイン」をクリック

「議決権行使コード」を入力

議決権行使書用紙に記載された� �
「議決権行使コード」をご入力ください。２

「次へすすむ」をクリック

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトに�
アクセスしてください。１

「議決権行使ウェブサイト」
による方法

スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトにアクセス１

「スマート行使」による方法

議決権行使書の右下に記載のQRコード
を、スマートフォンかタブレット端末で
読み取ります。

議決権行使コードおよびパス
ワードを入力しなくても、簡
単に議決権行使ができます。

見 本

以降は画面の入力案
内に従って賛否をご
入力ください。

２

ご注意
議決権行使後に行使内容を
変更する場合は、お手数�
ですが右記の「議決権行使
ウェブサイト」より、変更
をお願いします。
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株主総会資料の電⼦提供制度についてのご案内
会社法改正に伴い、招集通知等を⾃社のホームページなどのウェブサイトに掲載する⽅法によ

り、適法に株主の皆様に提供したものとする「株主総会資料の電子提供制度」が導入されました。
当社では、本年は総会日時・場所・ウェブサイトへのアクセス⽅法等を記載した通知書面およ

び参考書類（議案）等を、来年（2024年）からは通知書面のみをご郵送する予定としております。
株主の皆様には、当該通知書面をもとにウェブサイトへアクセスすることで、招集通知の全⽂

をご確認いただくこととなります。サステナビリティの観点より、ウェブ化を進めてまいります
ので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

電子提供制度
（書面交付請求を含む）
に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
専用コールセンター 0120-533-600
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日および12/31～1/3を除く）

通知書面および参考書類（議案）等

通知書面（ウェブサイトのURL等）

本 年

2024年から

東急建設

東急建設

郵 送

郵 送

招集通知全⽂は
ウェブサイトで確認

株主の皆様

ウェブサイトで確認

株主の皆様

通知書面（ウェブサイトのURLなど）

議決権行使書

書面交付請求のお手続きについて
インターネットのご利用が困難な⽅等、書面にて招集通知をご希望の場合は、下記の連絡先までお問い合わせいただき、2024年３月末

日までにお手続きを完了していただきますようお願い申し上げます。2024年度以降に開催される株主総会の招集通知を郵送いたします。
また、証券会社を通してのお手続きも可能です。詳しくはお取引の証券会社にお問い合わせください。

議決権行使書

通知書面（ウェブサイトのURLなど）

参考書類（議案）等
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株 主 総 会 参 考 書 類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、資本効率の重要性を認識するとともに、短期的な利益のボラティリティにも左
右されにくい安定的かつ継続的な株主の皆様への利益還元を重視し、中長期的な業績目標
であるＲＯＥ10％以上と連結配当性向40％以上とが均衡した自己資本配当率（ＤＯＥ）
４％以上を目標とした配当を行うこととしております。
このような方針のもと、剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存

じます。

期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金18円 総額1,912,108,842円
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金18円と合わせて、１株につき36円と
なります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月28日
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第２号議案 取締役10名選任の件
現任取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。
つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を２名増員し、取締役10名

（うち社外取締役４名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

【ご参考 候補者一覧】
候補者
番 号 氏 名 現在の地位 指名・報酬

委員会
出席回数
／取締役会

1 再任
てら だ みつ ひろ

寺 田 光 宏 代表取締役社長 ● １６回/１６回
（１００％）

2 再任
し みず まさ とし

清 水 正 敏
取 締 役
専務執行役員

１６回/１６回
（１００％）

3 再任
はま な せつ

濵 名 節 取 締 役 ● １３回/１３回
（１００％）

4 再任 社外 独立役員
おん だ いさお

恩 田 勲 取 締 役 ●
（議長）

１６回/１６回
（１００％）

5 再任 社外 独立役員
よし だ か ほ り

吉 田 可保里 取 締 役 ● １６回/１６回
（１００％）

6 再任 社外 独立役員
こし づか くに ひろ

腰 塚 國 博 取 締 役 ● １６回/１６回
（１００％）

7 再任 社外 独立役員
つな しま つとむ

綱 島 勉 取 締 役 ● １６回/１６回
（１００％）

8 新任
す わ よし ひこ

諏 訪 嘉 彦 ※ ※

9 新任
ます だ とも や

増 田 知 也 ※ ※

10 新任
あか だ よし ひろ

赤 田 義 宏 ※ ※

（注）1. 濵名節氏の出席回数は、2022年６月24日の取締役就任後に開催された取締役会のみを対象としてお
ります。

2. ※印は、新任の取締役候補者のため、該当事項はありません。
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■ 所有する当社の株式の数
52,263株

■ 取締役在任年数
11年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

1 てら だ みつ ひろ

寺田 光宏 （1957年３月１日生）
再任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1979年 ４月 東急建設㈱入社
2010年 ６月 当社執行役員
2012年 ４月 当社常務執行役員
2012年 ６月 当社取締役常務執行役員
2013年 ４月 当社土木本部長
2016年 ４月 当社取締役専務執行役員
2018年 ４月 当社代表取締役副社長執行役員
2019年 ６月 当社代表取締役社長（現）

■ 取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験を有しており、また代表取締役社長として当社

グループを強力に牽引していることから、当社グループの持続的な成長と中長
期的な企業価値向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者といた
しました。

■ 所有する当社の株式の数
21,498株

■ 取締役在任年数
６年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

2 し みず まさ とし

清水 正敏 （1959年１月20日生）
再任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1982年 ４月 東急建設㈱入社
2012年 ４月 当社執行役員
2017年 ４月 当社常務執行役員

当社管理本部長
2017年 ６月 当社取締役常務執行役員
2020年 ４月 当社取締役専務執行役員（現）
2021年 ４月 当社経営戦略本部長、管理本部担当（現）

■ 取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験と経営管理全般に関する高い知見を有してお

り、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待で
きるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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■ 所有する当社の株式の数
０株

■ 取締役在任年数
１年

■ 取締役会への出席状況
13回/13回（100％）

3 はま な せつ

濵名 節 （1960年７月25日生）
再任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 ４月 東京急行電鉄㈱（現・東急㈱）入社
2011年 ４月 同社執行役員

同社都市生活創造本部ビル事業部長
2014年 ６月 同社取締役執行役員
2015年 ４月 同社都市創造本部副本部長
2017年 ４月 同社取締役調査役

東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
2019年 ４月 東京急行電鉄㈱取締役執行役員

同社ビル運営事業部長
2019年 ９月 東急㈱取締役執行役員
2020年 ４月 同社取締役常務執行役員（現）
2022年 ６月 当社取締役（現）
（重要な兼職の状況）
東急㈱取締役常務執行役員

■ 取締役候補者とした理由
東急グループの中核企業である東急株式会社の取締役であり、不動産や人

事・労務等に関する豊富な経験と幅広い見識および経営管理全般に精通した立
場からのご意見を当社の経営に反映していただくため、引き続き取締役候補者
といたしました。
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■ 所有する当社の株式の数
０株

■ 取締役在任年数
３年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

4
おん だ いさお

恩田 勲
再任 社外

（1949年４月４日生） 独立役員

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1973年10月 監査法人榮光会計事務所（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人）

入所
1990年 ７月 センチュリー監査法人代表社員、千葉事務所所長
1993年 ６月 同法人理事代表社員、業務開発部部長、千葉事務所所長
2002年 ６月 新日本監査法人常任理事代表社員、公開業務本部本部長、公

会計業務本部本部長、総合コンサルティング業務本部副本部
長、千葉事務所所長

2008年 ９月 新日本有限責任監査法人常務理事、アドバイザリーサービス
統括部門部門長、Ernst & Young Global Japan Area
Advisory Service Leader

2010年 ９月 同法人顧問
2010年10月 ㈱ＧＴＭ総研特別顧問
2011年 ４月 同社代表取締役社長（現）
2012年 ６月 当社監査役
2019年 １月 ＧＴＭ税理士法人代表社員 (現)
2019年 ４月 同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 客員教

授（現）
2020年 ６月 当社取締役（現）
（重要な兼職の状況）
㈱ＧＴＭ総研代表取締役社長
ＧＴＭ税理士法人代表社員
同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 客員教授

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士および税理士としての専門的な見識および経営者としての豊富な

経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社
の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き
続き社外取締役候補者といたしました。
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■ 所有する当社の株式の数
０株

■ 取締役在任年数
４年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

5 よし だ か ほ り

吉田 可保里
再任 社外

（1972年12月19日生） 独立役員

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1996年 ４月 ㈱リクルートコスモス入社
2010年 ９月 司法試験合格
2011年12月 髙木佳子（現・Ｔ＆Ｔパートナーズ）法律事務所入所（現）

弁護士登録
2012年 ４月 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員（現）
2018年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現）
2019年 ６月 当社取締役（現）
2020年 ８月 国土交通省中央建築士審査会委員（現）

国土交通省社会資本整備審議会建築分科会専門委員（建築物
等事故・災害対策部会）（現）

2020年10月 経済産業省日本産業標準調査会臨時委員（現）
2021年10月 東京都住宅政策審議会委員（現）
2022年 ４月 東京都建築審査会専門調査員（現）
（重要な兼職の状況）
弁護士（Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士として専門的な見識および不動産業界での勤務経験を有しており、こ

うした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益
な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしまし
た。同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、こうした理由から社
外取締役として職務を適切に遂行できると判断しております。
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■ 所有する当社の株式の数
０株

■ 取締役在任年数
２年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

6
こし づか くに ひろ

腰塚 國博
再任 社外

（1955年９月30日生） 独立役員

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年 ４月 小西六写真工業㈱（現・コニカミノルタ㈱）入社
2012年 ４月 同社執行役開発統括部技術戦略部長
2013年 ４月 同社執行役技術戦略部長兼開発本部長
2014年 ４月 同社常務執行役開発統括本部長兼技術戦略部長
2015年 ４月 同社常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
2015年 ６月 同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
2016年 ４月 同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼技術担当
2019年 ６月 同社上級技術顧問
2020年 ５月 イオンモール㈱社外取締役（現）
2021年 ６月 当社取締役（現）
2022年 ６月 ㈱ウィルグループ社外取締役（現）

㈱エフ・シー・シー社外取締役（現）
（重要な兼職の状況）
イオンモール㈱社外取締役
㈱ウィルグループ社外取締役
㈱エフ・シー・シー社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
デジタル・科学技術に関する専門的な見識および技術戦略の策定や新規事業

の創出、大型買収等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的
な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見
表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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■ 所有する当社の株式の数
０株

■ 取締役在任年数
２年

■ 取締役会への出席状況
16回/16回（100％）

7
つな しま つとむ

綱島 勉
再任 社外

（1956年９月８日生） 独立役員

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1979年 ４月 安田信託銀行㈱（現・みずほ信託銀行㈱）入行
2007年 ４月 同行執行役員大阪支店長
2008年 ４月 同行常務執行役員大阪支店長
2010年 ４月 ㈱都市未来総合研究所代表取締役社長
2011年 ６月 ダイニック㈱社外監査役
2015年 ６月 日本信号㈱社外監査役
2016年 ６月 ㈱中央倉庫社外取締役
2021年 ６月 当社取締役（現）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの経営

者としての豊富な経験および経歴を通じて培われた幅広い見識を有しており、
こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有
益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしま
した。

■ 所有する当社の株式の数
6,393株

■ 取締役在任年数
―

■ 取締役会への出席状況
―

8 す わ よし ひこ

諏訪 嘉彦 （1956年８月３日生）
新任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1980年 ４月 東急建設㈱入社
2010年 ４月 当社安全環境本部長
2011年 ４月 当社執行役員
2013年 ４月 当社住宅事業部長
2017年 ３月 東急ジオックス㈱代表取締役社長社長執行役員
2023年 ４月 当社顧問（現）

■ 取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験と安全環境等に関する高い知見および経営者と

しての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの持続的な成長と
中長期的な企業価値向上への貢献が期待できるため、取締役候補者といたしま
した。
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■ 所有する当社の株式の数
2,909株

■ 取締役在任年数
―

■ 取締役会への出席状況
―

9 ます だ とも や

増田 知也 （1959年３月10日生）
新任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 ４月 東急建設㈱入社
2017年 ４月 当社執行役員
2018年 ４月 当社都市開発支店副支店長兼第一建築部長
2020年 ４月 当社常務執行役員

当社建築事業本部長（現）
2022年 ４月 当社専務執行役員（現）

■ 取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験と建築事業およびデジタル・イノベーション等

に関する高い知見を有しており、当社グループの持続的な成長と中長期的な企
業価値向上への貢献が期待できるため、取締役候補者といたしました。

■ 所有する当社の株式の数
2,763株

■ 取締役在任年数
―

■ 取締役会への出席状況
―

10あか だ よし ひろ

赤田 義宏 （1961年12月26日生）
新任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 ４月 東急建設㈱入社
2018年 ４月 当社土木事業本部事業統括部長
2019年 ４月 当社執行役員
2022年 ４月 当社常務執行役員（現）

当社土木事業本部長（現）
2023年 ４月 当社国際事業担当（現）

■ 取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験と土木事業および国際事業等に関する高い知見

を有しており、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢
献が期待できるため、取締役候補者といたしました。
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（注）1. 取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
（1）濵名節氏は、東急株式会社の取締役であり、同社は、当社株式15,362千株（持株比率14.46

％）を保有しております。また、同社は当社と同一の部類に属する事業を行うとともに、当社の
主要な取引先であり、当社は同社との間に、建設工事の受注等の取引があります。

（2）その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏は、18ページから19ページに記載の当社が定める社

外取締役の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者で
あります。

3. 責任限定契約について
当社は、濵名節、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏との間に、会社法第423条第１項
の責任について、会社法第427条第１項に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度
額を限度とする契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であり
ます。

4. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を填補することとしており
ます。各候補者が取締役に就任した場合は、同契約の被保険者となり、任期途中に同契約を更新す
る予定であります。

5. 取締役候補者について
筆頭独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会の答申
を経た上で、取締役会で決定しております。
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【ご参考 取締役候補者および監査役候補者の指名方針】
当社は、性別、年齢、技能その他取締役会の構成の多様性を考慮し、過年度の業績・職務執行状況等を踏ま

え、取締役候補者および監査役候補者を決定することにしております。また、候補者の指名にあたっては、企
業ビジョン「VISION2030」の達成に向けた長期経営計画の推進に必要なスキルを下記のとおり定め、これら
のスキルのバランスを考慮し、指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会において決定しております。

氏 名 企業経営 業界の知見 法律・コン
プライアンス 財務会計 人材開発 国際性 デジタル・

イノベーション
サステナビ
リティ・ESG

取締役
寺田 光宏 ● ● ● ●
清水 正敏 ● ● ● ● ● ●
濵名 節 ● ● ● ● ●
恩田 勲（社外・独立） ● ● ● ●
吉田可保里（社外・独立） ● ● ●
腰塚 國博（社外・独立） ● ● ● ●
綱島 勉（社外・独立） ● ● ● ●
諏訪 嘉彦 ● ● ● ●
増田 知也 ● ● ●
赤田 義宏 ● ● ●
監査役
橋本 聰 ● ● ●
落合 正 ● ● ●
齋藤 洋一（社外・独立） ● ●
加藤 善一（社外・独立） ● ● ●
北村 和夫（社外・独立） ● ● ●

各スキルの選定理由
項 目 選定理由

企業経営 長期経営計画を推進し持続的な企業価値向上のためには、事業会社の取締役等の企業経営に関する知識や経験が
必要であると考えております。

業界の知見 建設事業はコア事業であり持続的な企業価値向上のためには、建設事業に精通し事業戦略の立案や実行した経験
等が必要と考えております。

法律・
コンプライアンス

取締役会における経営監督の実効性向上のためには、法律・コンプライアンスに関する知識や経験が必要と考え
ております。

財務会計 強固な財務基盤を構築し持続的な企業価値向上のためには、財務会計に関する知識や経験が必要と考えておりま
す。

人材開発 長期経営計画の基本方針では人材を競争優位の源泉の一つと位置付けていることから、人材育成・ダイバーシテ
ィおよび人材マネジメント等に関する知識や経験が必要と考えております。

国際性 長期経営計画において国際事業を戦略事業と位置付け注力していることから、国際事業等の経験や国際情勢に関
する知識が必要と考えております。

デジタル・
イノベーション

長期経営計画の基本方針ではデジタル技術を競争優位の源泉の一つと位置付け、新規事業を戦略事業の一つとし
て注力していることから、デジタル技術・新規事業の創出等に関する知識や経験が必要と考えております。

サステナビリティ・
ESG

「VISION2030」において社会課題解決と経済的価値を創出するサステナビリティ経営の実践を掲げていること
から、「E：環境」、「S：社会」、「G：ガバナンス」等に関する知識や経験が必要と考えております。
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【ご参考 社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準】

当社は、次の要件を満たす社外役員（社外取締役および社外監査役）を、一般株主と利益相反が生じるお
それのない独立役員（独立社外取締役および独立社外監査役）と判断しております。

1. 社外役員が、次に該当する者でないこと。
①当社および当社の子会社（以下「当社グループ」と総称する。）の業務執行者１

②当社グループを主要な取引先とする者２またはその業務執行者
③当社グループの主要な取引先３またはその業務執行者
④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産４を得ているコンサルタント、会計専門家ま
たは法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）

⑤当社グループの会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
⑥当社グループから一定額を超える寄付または助成５を受けている者（当該寄付または助成を受けている
者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）

⑦当社グループが借入れを行っている主要な金融機関６またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑧当社グループの主要株主７または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨当社グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは
子会社の業務執行者

⑪最近において、前記①から⑩であった者

2. 前記１①乃至⑪に該当する者（重要な地位にある者８に限る）の近親者等９でないこと。

3. 前記１および２の要件を満たす社外役員であっても、その他の理由により独立性が無いと考えられる場
合、当社は、その社外役員を独立役員としない。

（注）
１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役の

みならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２ 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるその者の

年間連結売上高の２％を超える額の支払いを当社から受けた者をいう。
３ 当社グループの主要な取引先とは、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当社の年間連結売

上高の２％を超える額の支払いを当社に行っている者をいう。
４ 多額の金銭その他の財産とは、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における役員報酬以外の年間

1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。
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５ 一定額を超える寄付または助成とは、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における年間1,000万円
を超える寄付または助成をいう。

６ 主要な金融機関とは、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当社事業年度末の借入残高が当
社の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。

７ 主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
８ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長職以上の上級管

理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所
属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事
等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

９ 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

【ご参考 政策保有株式に関する保有方針】
当社は、取引関係を強化し良好な関係を維持す

ることにより、当社の企業価値向上に資すること
を目的として、取引先が発行した株式を取得・保
有いたします。
一方で当社は、個別の上場株式について、毎

年、直近年度の実績指標を用いて、資本コストに
対し十分な便益が得られているか、株式の価額が
減じるようなリスクがあるかを精査し、また、過
去数年度の実績指標並びに今後数年度の予想指標
を用いて、資本コストに対し十分な便益が得られ
ているかを精査し、定量的な検証を行います。さ
らに、当社と株式の発行会社との今後の取引関係
について、定性的な検証も行います。これらの検
証結果を踏まえ、経済合理性や将来の見通し等を
総合的に考慮し、保有意義が認められたか否か、
毎年、取締役会にて確認いたします。なお、保有
目的を満たさなくなった株式、または保有意義が
認められなくなった株式に関しては、発行会社の
事情や市場動向等を勘案したうえで、原則として
売却を進め、縮減に努めます。

以 上
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親会社株主に帰属する
当期純利益

1株当たり
当期純利益経常利益

52億円 49.99円50億円
（単位：円）（単位：億円）（単位：億円）

（前期比 ― ） （前期比 ― ）（前期比 ― ）

2021年
3月期

2022年
3月期

2023年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

2023年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

2023年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

売上高 営業利益

2,888億円 51億円
（単位：億円） （単位：億円）

（前期比11.9%増） （前期比 ― ）

連結業績の推移

2023年
3月期

△74

事 業 報 告
（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、ウィズコロナの下で経済活動が再開するなど景気に
持ち直しの動きが見られました。しかしながら、長引くウクライナ情勢や記録的な円安等の影
響による物価上昇に加え、金融資本市場の変動など先行きに対する不透明感が高まりました。
建設業界におきましては、政府建設投資が堅調に推移したことに加え、民間建設投資も企業

の設備投資意欲の高まりにより回復の動きが見られるなど、建設投資は総じて増加しました。
このような情勢下におきまして当社グループは、「長期経営計画 “To zero, from zero.”」

に基づき、国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業
を「戦略事業」と位置づけ、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として３つの提供価値
（「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減災」）を軸とした５つの重点戦略（「東急建設ブランドの訴
求・確立」「コア事業の深化」「戦略事業の成長」「人材・組織戦略」「財務・資本戦略」）に取
り組んでまいりました。
当社グループの連結業績につきましては、受注高は2,943億円（前期比0.5％増）、売上高は

2,888億円（前期比11.9％増）、営業利益は51億円（前期は60億円の営業損失）、経常利益は
50億円（前期は51億円の経常損失）となりました。これに、税金費用等を加味した結果、親
会社株主に帰属する当期純利益は52億円（前期は74億円の親会社株主に帰属する当期純損失）
となりました。
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なお、部門別の状況は次のとおりであります。
（建設事業（土木））

受注高および完成工事高は、国内工事および海外工事がいずれも増加したことにより、受注
高846億円（前期比57.2％増）、完成工事高618億円（前期比7.5％増）となりました。
（建設事業（建築））

受注高は、海外工事が増加したものの、国内官公庁工事および国内民間工事の減少により、
2,097億円（前期比12.2％減）となりました。完成工事高は、国内官公庁工事が減少したもの
の、国内民間工事および海外工事の増加により、2,169億円（前期比9.5％増）となりました。
（不動産事業等）

不動産事業等売上高は、販売用不動産の売却等により、100億円（前期比297.9％増）とな
りました。
また、当社単体の業績につきましては次のとおりであります。
受注高は2,677億円（前期比2.5％減）となり、受注高に占める土木と建築の割合は、土木

工事31.5％、建築工事68.5％となりました。

主
な
受
注
工
事

発 注 者 工 事 名 称
国土交通省 有田海南道路１号トンネル工事
国土交通省 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）建築その他工事
東急電鉄株式会社 田園都市線駒沢大学駅リニューアル工事（建築工事その４）
囲町東地区市街地再開発組合 囲町東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物本体工事
株式会社マルハニチロ物流 株式会社マルハニチロ物流（仮称）川崎第一物流センター増設工事

売上高は、完成工事高2,523億円（前期比4.6％増）と不動産事業等売上高91億円を合わせ
た総売上高で2,615億円（前期比7.6％増）となりました。完成工事の工事別内訳は、土木工
事23.9％、建築工事76.1％となりました。

主
な
完
成
工
事

発 注 者 工 事 名 称
日本下水道事業団 石巻市渡波排水ポンプ場復興建設工事
小牧市 小牧市立小牧南小学校改築工事のうち建築工事
タント特定目的会社 （仮称）ＥＳＲ東扇島ディストリビューションセンター新築工事
学校法人駒澤大学 駒澤大学図書館建設工事
東急株式会社 （仮称）荏田北三丁目集合住宅計画新築工事
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利益面につきましては、営業利益は43億円（前期は68億円の営業損失）、経常利益は44億
円（前期は63億円の経常損失）、当期純利益は38億円（前期は74億円の当期純損失）となり
ました。

当社単体の受注高・売上高・繰越高
（単位：百万円）

区 分 前 期 繰 越 高 当 期 受 注 高 当 期 売 上 高 次 期 繰 越 高
建
設
事
業

土 木 90,404 84,242 60,325 114,321
建 築 272,428 183,550 192,052 263,926

計 362,832 267,792 252,377 378,247
不 動 産 事 業 等 ― ― 9,151 ―

合 計 362,832 267,792 261,529 378,247

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は854百万円であり、その主なもの

は、ソフトウエアの取得等であります。

（3）資金調達の状況
当社は、事業運転資金の安定的かつ機動的な調達を目的に、取引金融機関５行との間でシン

ジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。また、当該５行のほか、19
行との間でシンジケーション方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しておりま
す。
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（4）対処すべき課題
今後の国内建設市場につきましては、建設投資は堅調に推移すると見込まれますが、技能労

働者の減少や原材料価格の高止まり等が懸念されるとともに、新設等を主体とした「フロー」
型から維持・修繕等の「ストック」型への需要の質的変化や、時間外労働に関する上限規制の
適用開始に向けた対応およびデジタルによる技術革新など構造変革が迫られております。
このような情勢下におきまして当社グループは、協力会社との関係強化や物価高騰への対応

を図りつつ、「長期経営計画 “To zero, from zero.”」に基づき、国内土木・建築・建築リ
ニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位置づけ、既存事
業の深掘りと新規分野の模索など、「知の深化」と「知の探索」を実践してまいります。
また、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として、３つの提供価値（「脱炭素」「廃棄物ゼ

ロ」「防災・減災」）を軸とし、この３つの提供価値と人材・デジタル技術の競争優位構築によ
る「東急建設ブランドの訴求・確立」をはじめとする５つの重点戦略を実行することで当社グ
ループの持続的な企業価値向上を目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、何卒倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【ご参考 2024年３月期の業績見通しと配当について】
2023年度（2024年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高3,070億円、営業利

益53億円、経常利益62億円、親会社株主に帰属する当期純利益は40億円を予想しておりま
す。配当につきましては、１株につき中間配当18円、期末配当18円とし、年間で36円（自己
資本配当率（DOE）4.0％）を予定しております。
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ゴール＝VISION2030
０へ挑み、０から挑み、環境と感動を未来へ建て続ける。

事業戦略１（東急建設ブランド）

脱炭素

防災
減災

廃棄物
ゼロ

事業戦略２（コア事業）

人材・組織戦略 財務・資本戦略

事業戦略３（戦略事業）

国際事業
不動産事業
新規事業

基本方針

戦
略
事
業

国内土木事業
国内建築事業
建築リニューアル事業

コ
ア
事
業

国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位置づけ、「知の深化」
と「知の探索」を実践し、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として３つの提供価値を軸とした５つの重点戦略を実行
する。これにより、財務・非財務両面での持続的な企業価値の向上を目指す

人材強化と組織・風土改革による成果の創
出とイノベーションの加速

最適資本構成の追求による資本効率の重視
と安定的な財務基盤の構築

戦略事業への投資とコア事業とのシナジー
による新たな成長機会の創出

人材・デジタル技術の競争優位構築と３つの
提供価値による東急建設ブランドの確立

現場力の強化と建設生産システムの革新お
よびアライアンス・M&Aによる成長

人材 DX

安定的かつ資本効率を意識した株主還元

中長期の業績目標、財務・資本戦略と
均衡した還元方針を設定

DOE基準
(自己資本配当率)

DOE4%以上

配当金額が安定

還元水準の向上
(資本効率を意識)

DOE
4％

ROE目標
10％

配当性向
40％

＝ ×

VISION2030：https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/vision/#vision
「VISION2030」および「長期経営計画」について、詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。

長期経営計画：https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/strategy/

【ご参考】
長期経営計画 "To zero, from zero."：基本方針と５つの重点戦略

株主還元方針
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（5）財産および損益の状況の推移
① 当社グループの財産および損益の状況

区 分 第17期
（2019年度）

第18期
（2020年度）

第19期
（2021年度）

第20期
（当連結会計年度）

（2022年度）
受 注 高 （百万円） 215,109 320,916 292,797 294,356

売 上 高 （百万円） 322,170 231,483 258,083 288,867

経 常 利 益 （百万円） 21,969 4,891 △5,132 5,020
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 （百万円） 14,903 2,647 △7,459 5,245

１株当たり当期純利益（円） 139.79 24.95 △71.26 49.99

総 資 産 （百万円） 235,897 226,568 237,811 249,164

純 資 産 （百万円） 101,703 103,509 93,064 96,020
（注）1. △は、損失を示しております。

2. 第19期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用
しており、第19期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を
記載しております。

② 当社の財産および損益の状況

区 分 第17期
（2019年度）

第18期
（2020年度）

第19期
（2021年度）

第20期
（当期）

（2022年度）
受 注 高 （百万円） 193,315 306,633 274,663 267,792

売 上 高 （百万円） 296,426 216,245 243,025 261,529

経 常 利 益 （百万円） 18,140 3,054 △6,314 4,426

当 期 純 利 益 （百万円） 12,190 1,262 △7,494 3,825

１株当たり当期純利益（円） 114.35 11.90 △71.60 36.46

総 資 産 （百万円） 215,343 207,090 216,561 222,959

純 資 産 （百万円） 90,975 90,442 78,886 79,560
（注）1. △は、損失を示しております。

2. 第19期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用
しており、第19期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を
記載しております。
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（6）重要な親会社および子会社等の状況（2023年３月31日現在）
① 親会社との関係

該当する事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

東 建 産 業 株 式 会 社 50 100.00 水処理設備の設計施工請負
および維持管理

東急リニューアル株式会社 100 90.53 建物増改築の設計施工請負
百万インドネシア・ルピア

PT. TOKYU CONSTRUCTION
INDONESIA 17,978 100.00 土木建築工事の設計施工請負

百万ミャンマー・チャット
GOLDEN TOKYU
CONSTRUCTION CO., LTD. 2,045 60.00 土木建築工事の設計施工請負

百万アメリカ・ドル
TC PACIFIC
CONSTRUCTION, LLC ５ 100.00 米軍を発注者とする建築工事

の設計施工請負

③ 重要な関連会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

世 紀 東 急 工 業 株 式 会 社
百万円 ％ 土木工事、舗装工事および

水利工事の設計施工請負
舗装資材の製造販売

2,000 24.54

（7）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、建設事業を主要な事業内容としており、東急グループの一員として同事業

の分野を担っております。
当社は、建設業法により特定建設業者「（特－４）第20220号」として国土交通大臣許可を

受け、土木・建築ならびにこれらに関連する事業を行うほか、宅地建物取引業法により宅地建
物取引業者「（4）第6474号」として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する事業を行って
おります。
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（8）主要な事業所（2023年３月31日現在）
① 当社の事業所

本 店 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
支 店 札 幌 支 店（北 海 道） 北 陸 支 店（新 潟 県）

東 北 支 店（宮 城 県） 名 古 屋 支 店（愛 知 県）
千 葉 支 店（千 葉 県） 関 西 支 店（大 阪 府）
東日本土木支店（東 京 都） 広 島 支 店（広 島 県）
都 市 開 発 支 店（東 京 都） 四 国 支 店（香 川 県）
首都圏建築支店（東 京 都） 九 州 支 店（福 岡 県）
東日本建築支店（東 京 都）

営 業 所 12か所
技術研究所 神奈川県
海外事務所 シンガポール・タイ・インドネシア・ミャンマー・バングラデシュ・ベトナム・フィリピン

② 重要な子会社の事業所
国 内 東建産業株式会社 （東 京 都）

東急リニューアル株式会社 （東 京 都）
海 外 PT. TOKYU CONSTRUCTION INDONESIA （インドネシア）

GOLDEN TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. （ミャンマー）
TC PACIFIC CONSTRUCTION, LLC （グ ア ム）
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（9）従業員の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減

3,041名 29名増

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

2,628名 4名増 45.2歳 19.6年

（10）主要な借入先および借入額の状況（2023年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 8,762 百万円

三井住友信託銀行株式会社 4,622

株式会社みずほ銀行 3,379

株式会社三井住友銀行 2,195

株式会社横浜銀行 1,040

（注）上記は取引金融機関５行との間で締結しているシンジケートローンによる長期借入金を記載しています。
また、上記のほか、株式会社横浜銀行から信託型従業員持株インセンティブ・プラン導入による借入金
（658百万円）があります。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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個人・その他
45,548名
22,969,170株
(21.51%)

自己株式
1名

532,936株
(0.50%)

外国人・外国法人
314名
14,695,663株
(13.76%)

その他国内法人
235名

24,776,277株
(23.21%)

証券会社
38名
4,288,900株
(4.02%)

金融機関
45名

39,498,259株
(37.00%)

所有者別
分布状況

2. 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数
400,000,000株

（2）発行済株式の総数
106,761,205株
（自己株式 532,936株を含む）

（3）株主数
46,181名（前期末比 6,634名増)

（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

東急株式会社 15,362 千株 14.46 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,635 10.01
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 大成建設口
再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 4,000 3.77

株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行
再信託分・東急株式会社退職給付信託口） 3,520 3.31

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,211 3.02
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,550 2.40
三井住友信託銀行株式会社 2,110 1.99
ＪＰモルガン証券株式会社 2,100 1.98
清水建設株式会社 2,000 1.88
株式会社きんでん 1,924 1.81
（注）1. 持株比率は、自己株式（532,936株）を控除して計算しております。

2. 東急株式会社は、上記の株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・東急株式会社退
職給付信託口) の持株数3,520千株を含め、当社株式7,500千株を退職給付信託に拠出しておりま
す。
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（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 48,402 株 5 名

社外取締役 ー ー

監査役 ー ー

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 寺 田 光 宏
代 表 取 締 役
副社長執行役員 高 木 基 行 業務統括、安全環境・国際事業担当

取 締 役
専 務 執 行 役 員 清 水 正 敏 経営戦略本部長、管理本部担当

取 締 役 濵 名 節 東急株式会社 取締役常務執行役員

取 締 役 恩 田 勲
株式会社ＧＴＭ総研 代表取締役社長
ＧＴＭ税理士法人 代表社員
同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 客員教授

取 締 役 吉 田 可保里 弁護士（Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所）

取 締 役 腰 塚 國 博
イオンモール株式会社 社外取締役
株式会社ウィルグループ 社外取締役
株式会社エフ・シー・シー 社外取締役

取 締 役 綱 島 勉

常 勤 監 査 役 橋 本 聰

常 勤 監 査 役 落 合 正

監 査 役 齋 藤 洋 一 弁護士（齋藤総合法律事務所）
世紀東急工業株式会社 社外監査役

監 査 役 加 藤 善 一 一般財団法人リモート・センシング技術センター 参与
福井工業大学 客員教授

監 査 役 北 村 和 夫 株式会社千葉薬品 常勤監査役

（注）1. 地位ならびに担当および重要な兼職の状況は、2023年３月31日現在で記載しております。
2. 取締役恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏は、社外取締役であります。
3. 監査役齋藤洋一、加藤善一、北村和夫の各氏は、社外監査役であります。
4. 常勤監査役落合正氏は、当社財務部門における豊富な業務経験を有しており、財務および会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。
5. 2022年６月24日、取締役飯塚恒生、津久井雄史、巴政雄の各氏は、任期満了により退任いたしま

した。
6. 2022年６月24日、濵名節氏は、取締役に新たに選任され、就任いたしました。
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7. 当社は、取締役恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉、監査役齋藤洋一、加藤善一、北村和夫の
各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

8. 2023年３月31日、監査役北村和夫氏は、株式会社千葉薬品の常勤監査役を退任いたしました。
9. 2023年４月１日、次のとおり取締役の地位および担当を変更いたしました。

地 位 氏 名 担 当

代 表 取 締 役 高 木 基 行
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10. 当社は執行役員制度を導入しており、2023年４月１日現在の専任執行役員の氏名等は、次のとお
りであります。

地 位 氏 名 担 当 お よ び 役 職
専 務 執 行 役 員 増 田 知 也 建築事業本部長
常 務 執 行 役 員 赤 田 義 宏 土木事業本部長、国際事業担当
常 務 執 行 役 員 樋 口 稔 洋 建築事業本部副本部長
常 務 執 行 役 員 吉 永 旭 都市開発支店長
常 務 執 行 役 員 渡 部 英 二 土木技術担当
常 務 執 行 役 員 谷 岡 和 範 土木技術担当
常 務 執 行 役 員 生 嶋 文 昭 建築技術担当
常 務 執 行 役 員 田 中 龍 太 土木技術担当
常 務 執 行 役 員 竹 内 芳 寿 建築技術担当
執 行 役 員 久 田 浩 司 管理本部長
執 行 役 員 寺 嶋 浩 建築事業本部原価企画統括部長
執 行 役 員 吉 田 眞 章 建築事業本部技術統括部長
執 行 役 員 大 室 淳 一 不動産事業部長
執 行 役 員 三 嶋 昭 九州支店長
執 行 役 員 成 島 弘 内部統制推進室長
執 行 役 員 鍋 田 充 政 建築事業本部設計統括部長
執 行 役 員 渡 辺 光 俊 建築事業本部事業統括部長
執 行 役 員 春 木 久 幸 価値創造推進室長
執 行 役 員 福 田 重 彦 建築事業本部設備統括部長
執 行 役 員 藥 丸 歩 関西支店長
執 行 役 員 南 部 朋 彦 首都圏建築支店長
執 行 役 員 中 村 淳 安全環境本部長
執 行 役 員 安 藝 実 東日本建築支店長
執 行 役 員 山 本 博 司 東日本土木支店長
執 行 役 員 小 西 雅 和 国際事業部長
執 行 役 員 佐 藤 順 一 名古屋支店長
執 行 役 員 岩 井 健 土木事業本部副本部長兼営業統括部長
執 行 役 員 吉 村 幸 丞 札幌支店長
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役濵名節、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏および各監査役との

間に、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の責任
について、会社法第427条第１項に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額
を限度とする契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に
対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を填補する
こととしております。
また、被保険者は取締役および監査役ならびに執行役員および管理職従業員であり、保険料

は全額当社が負担しております。
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200％

150％

100％

50％

0％
0％ 50% 100% 150％ 200％ 支給判断値

支給下限

支給上限

支給率

（支給判断値の構成ウエイト） （変動報酬の支給率モデル）

営業利益などの
財務指標

GHG排出量削減率
などの
非財務指標

実行計画施策達成度
または

部門業績評価

70％ 60％

10％ 10％

20％ 30％

評価指標

ウエイト

部門長
兼務取締役

社長、部門長
非兼務取締役

（4）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針（以下、「決定方針」とい
う）は、筆頭独立社外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報
酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要は下記のとおりです。
（決定方針の内容の概要）
当社の取締役の報酬水準は、役位、業務執行状況および従業員の給与水準、第三者機関に

よる国内企業経営者の報酬に関する調査等に基づき決定しており、また、短期業績および中
長期的な企業価値向上へのインセンティブを引き出すため、金銭報酬と株式報酬とで構成し
ております。
金銭報酬には、役位に応じた固定報酬と変動報酬とがあり、固定報酬は、毎月定額を支給

いたします。変動報酬は、短期業績達成に向けたインセンティブ強化を目的としており、役
位別の基準額に、支給判断値を乗じて算定し、年２回に分けて支給いたします。支給判断値
は、営業利益などの財務指標、ＧＨＧ排出量削減率などの非財務指標および実行計画施策達
成度または部門業績評価を総合的に勘案して算出いたします。また、支給率は支給判断値に
応じて0%～200%で変動いたします。なお、社外取締役および非業務執行取締役の報酬は
基本報酬の固定報酬のみとしております。
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固定報酬
(約60％)

固定報酬
(100％)

変動報酬
(約20％)

株式報酬
(約20％)

社外取締役
非業務執行取締役

監査役

業務執行取締役

株式報酬は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の
一致を目的としており、社外取締役および非業務執行取締役を除く取締役に対し譲渡制限付
株式を付与するものであり、その付与株式数は、役位に応じた基準額に基づき毎年取締役会
において決定いたします。
取締役の固定報酬、変動報酬、株式報酬の支給割合は、標準的な評価の取締役の場合、

６：２：２をおおよその目安としております。

② 監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬は、固定報酬であり、金銭により給付しており、報酬の決定方法について

は、監査役会の協議により決定しております。

（役員の報酬割合構成比）

③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2021年６月24日開催の第18回定時株主総会において、「年額３億

6,000万円以内（うち社外取締役分は年額6,000万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の
給与は除く。）」と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は
10名（うち社外取締役は４名）です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年６月24日
開催の第18回定時株主総会において、取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除
く。）に対する譲渡制限付株式報酬として、「年額6,000万円以内（使用人兼務取締役の使用
人分給与は除く。）、取締役に発行または処分をされる当社普通株式の総数は年120,000株
以内」と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役および
非業務執行取締役を除く。）の員数は４名です。
監査役の報酬額は、2008年６月25日開催の第５回定時株主総会において、「年額9,600

万円以内」と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。
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④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役の評価および報酬額の決定に関して客観性かつ透明性

を確保して行うため、取締役会の委任決議に基づき、筆頭独立社外取締役恩田勲氏を議長と
し、独立社外取締役吉田可保里、腰塚國博および綱島勉の各氏ならびに取締役社長寺田光宏
および取締役濵名節の両氏を構成員とする指名・報酬委員会において決定しております。当
事業年度の各取締役の報酬は、指名・報酬委員会（当事業年度は５回開催）において、取締
役会で決議した決定方針との整合性を含めて審議の上、支給額を決定しており、取締役会
は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数金銭報酬

株式報酬
固定報酬 変動報酬

取 締 役
（うち社外取締役）

138
(30)

百万円 115
(30)

百万円
ー

百万円 23
(ー)

百万円 ９
(４)

名

監 査 役
（うち社外監査役）

50
(18)

50
(18) ー ー ５

(３)

合計
（うち社外役員）

188
(48)

165
(48) ー 23

(ー)
14
(７)

（注）1. 当事業年度末現在の取締役は８名（うち社外取締役は４名）、監査役は５名（うち社外監査役は３
名）であります。

2. 取締役１名は無報酬であります。また、上記の支給人数には、2022年６月24日開催の第19回定時
株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。

3. 株式報酬額は、2021年６月24日開催の第18回定時株主総会で決議いただいた、取締役（社外取締
役および非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度における当事業年度の費用計
上額であり、当該株式報酬の内容の概要は前記①に記載のとおりです。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況および当該兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役

恩 田 勲
株式会社ＧＴＭ総研 代表取締役社長
ＧＴＭ税理士法人 代表社員
同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 客員教授

吉 田 可保里 弁護士（Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所）

腰 塚 國 博
イオンモール株式会社 社外取締役
株式会社ウィルグループ 社外取締役
株式会社エフ・シー・シー 社外取締役

監査役

齋 藤 洋 一
弁護士（齋藤総合法律事務所）
世紀東急工業株式会社 社外監査役

加 藤 善 一
一般財団法人リモート・センシング技術センター 参与
福井工業大学 客員教授

北 村 和 夫 株式会社千葉薬品 常勤監査役
（注）1. 重要な兼職の状況は、2023年３月31日現在で記載しております。

2. 世紀東急工業株式会社は、当社の関連会社であります。また、同社は当社と同一の部類に属する事
業を行うとともに、当社と同社との間に、建設工事の発注等の取引があります。

3. その他の重要な兼職先と当社との間に、特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役

恩 田 勲

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、公認会計士および税理士と
しての専門的な見識および経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づ
き経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明を適宜行っておりま
す。また、指名・報酬委員会に議長として出席し、取締役等の経営陣幹部
の人事・報酬に関する審議を行うとともに、ガバナンス委員会に議長とし
て出席し、積極的な議論を行っております。

吉 田 可保里

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、弁護士としての専門的な見
識および不動産業界での勤務経験に基づき経営全般に対する監督および有
益な助言や意見表明を適宜行っております。また、指名・報酬委員会に出
席し、取締役等の経営陣幹部の人事・報酬に関する審議を行うとともに、
ガバナンス委員会に出席し、積極的な議論を行っております。

腰 塚 國 博

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、デジタル・科学技術等に関
する専門的な見識および経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき
経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明を適宜行っておりま
す。また、指名・報酬委員会に出席し、取締役等の経営陣幹部の人事・報
酬に関する審議を行うとともに、ガバナンス委員会に出席し、積極的な議
論を行っております。

綱 島 勉

当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、金融機関および不動産専門
シンクタンクの経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき経営全般
に対する監督および有益な助言や意見表明を適宜行っております。また、
指名・報酬委員会に出席し、取締役等の経営陣幹部の人事・報酬に関する
審議を行うとともに、ガバナンス委員会に出席し、積極的な議論を行って
おります。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監査役

齋 藤 洋 一

当事業年度開催の取締役会16回全てに、監査役会８回全てに出席し、弁護
士としての専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性および適正性を
確保すべく議案の審議に必要な意見表明を適宜行うとともに、監査役会に
おける重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。ま
た、ガバナンス委員会に出席し、積極的な議論を行っております。

加 藤 善 一

当事業年度開催の取締役会16回全てに、監査役会８回全てに出席し、行政
機関等における豊富な知見と経験に基づき取締役会の意思決定の妥当性お
よび適正性を確保すべく議案の審議に必要な意見表明を適宜行うととも
に、監査役会における重要な協議や監査結果について必要な発言を行って
おります。また、ガバナンス委員会に出席し、積極的な議論を行っており
ます。

北 村 和 夫

当事業年度開催の取締役会16回全てに、監査役会８回全てに出席し、金融
機関等における豊富な知見と経験に基づき取締役会の意思決定の妥当性お
よび適正性を確保すべく議案の審議に必要な意見表明を適宜行うととも
に、監査役会における重要な協議や監査結果について必要な発言を行って
おります。また、ガバナンス委員会に出席し、積極的な議論を行っており
ます。
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連結貸借対照表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部

科 目 金 額
流 動 資 産 187,892

現 金 預 金 58,714
受取手形・完成工事未収入金等 113,448
有 価 証 券 1
未 成 工 事 支 出 金 7,667
不 動 産 事 業 支 出 金 1,034
販 売 用 不 動 産 21
材 料 貯 蔵 品 55
そ の 他 7,035
貸 倒 引 当 金 △85

固 定 資 産 61,271
有 形 固 定 資 産 27,220
建 物 及 び 構 築 物 7,174
機械、運搬具及び工具器具備品 527
土 地 19,336
リ ー ス 資 産 181
無 形 固 定 資 産 1,480
投資その他の資産 32,571
投 資 有 価 証 券 28,837
長 期 貸 付 金 6
繰 延 税 金 資 産 1,282
そ の 他 2,444
貸 倒 引 当 金 △0
資 産 合 計 249,164

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 144,743
支払手形・工事未払金等 44,324
電 子 記 録 債 務 21,175
短 期 借 入 金 20,083
リ ー ス 債 務 99
未 払 法 人 税 等 2,276
未 成 工 事 受 入 金 16,736
不 動 産 事 業 受 入 金 18
完 成 工 事 補 償 引 当 金 8,003
工 事 損 失 引 当 金 10,341
賞 与 引 当 金 2,602
預 り 金 15,372
そ の 他 3,710

固 定 負 債 8,400
長 期 借 入 金 1,887
リ ー ス 債 務 140
役 員 株 式 給 付 引 当 金 27
不動産事業等損失引当金 4,883
退 職 給 付 に 係 る 負 債 572
資 産 除 去 債 務 181
そ の 他 708
負 債 合 計 153,144

純 資 産 の 部
株 主 資 本 89,541
資 本 金 16,354
資 本 剰 余 金 4,093
利 益 剰 余 金 70,112
自 己 株 式 △1,019

その他の包括利益累計額 5,707
その他有価証券評価差額金 5,284
為 替 換 算 調 整 勘 定 269
退職給付に係る調整累計額 153
非支配株主持分 771
純 資 産 合 計 96,020
負 債 純 資 産 合 計 249,164

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 278,776
不 動 産 事 業 等 売 上 高 10,091 288,867
売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 259,879
不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 7,109 266,988
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 18,897
不 動 産 事 業 等 総 利 益 2,981 21,879

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,771
営 業 利 益 5,107
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 187
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 240
そ の 他 95 523
営 業 外 費 用
支 払 利 息 140
為 替 差 損 71
投 資 事 業 組 合 管 理 費 125
そ の 他 275 611
経 常 利 益 5,020
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,738 2,738
特 別 損 失
減 損 損 失 47 47
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,711
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,314
法 人 税 等 調 整 額 △1,043
当 期 純 利 益 5,439
非支配株主に帰属する当期純利益 194
親会社株主に帰属する当期純利益 5,245

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部

科 目 金 額
流 動 資 産 170,719

現 金 預 金 52,457
受 取 手 形 287
完 成 工 事 未 収 入 金 102,744
不 動 産 事 業 未 収 入 金 99
有 価 証 券 1
未 成 工 事 支 出 金 7,323
不 動 産 事 業 支 出 金 1,018
販 売 用 不 動 産 21
材 料 貯 蔵 品 19
前 払 費 用 403
そ の 他 6,414
貸 倒 引 当 金 △70

固 定 資 産 52,239
有 形 固 定 資 産 26,812
建 物 及 び 構 築 物 7,031
機 械 及 び 運 搬 具 170
工 具、 器 具 及 び 備 品 226
土 地 19,231
リ ー ス 資 産 152
無 形 固 定 資 産 1,097
ソ フ ト ウ エ ア 983
リ ー ス 資 産 24
そ の 他 90
投資その他の資産 24,329
投 資 有 価 証 券 14,875
関 係 会 社 株 式 3,736
その他の関係会社有価証券 828
長 期 貸 付 金 855
長 期 前 払 費 用 12
繰 延 税 金 資 産 2,377
そ の 他 2,265
貸 倒 引 当 金 △621
資 産 合 計 222,959

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 136,157
支 払 手 形 2,429
電 子 記 録 債 務 21,324
工 事 未 払 金 36,514
不 動 産 事 業 未 払 金 20
短 期 借 入 金 20,000
リ ー ス 債 務 58
未 払 金 2,928
未 払 費 用 481
未 払 法 人 税 等 1,576
未 成 工 事 受 入 金 16,543
不 動 産 事 業 受 入 金 2
預 り 金 15,148
前 受 収 益 50
完 成 工 事 補 償 引 当 金 7,106
工 事 損 失 引 当 金 9,473
賞 与 引 当 金 2,498

固 定 負 債 7,241
長 期 借 入 金 658
リ ー ス 債 務 135
退 職 給 付 引 当 金 413
役 員 株 式 給 付 引 当 金 27
不動産事業等損失引当金 4,883
関係会社事業損失引当金 181
資 産 除 去 債 務 181
そ の 他 759
負 債 合 計 143,398

純 資 産 の 部
株 主 資 本 75,068
資 本 金 16,354
資 本 剰 余 金 4,087
資 本 準 備 金 3,893
そ の 他 資 本 剰 余 金 193
利 益 剰 余 金 55,645
利 益 準 備 金 194
そ の 他 利 益 剰 余 金 55,450

オープンイノベーション促進積立金 74
繰 越 利 益 剰 余 金 55,376

自 己 株 式 △1,019
評価・換算差額等 4,492
その他有価証券評価差額金 4,492
純 資 産 合 計 79,560
負 債 純 資 産 合 計 222,959

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 252,377
不 動 産 事 業 等 売 上 高 9,151 261,529
売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 235,148
不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 6,317 241,465
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 17,229
不 動 産 事 業 等 総 利 益 2,833 20,063

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 15,665
営 業 利 益 4,398
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 486
そ の 他 94 581
営 業 外 費 用
支 払 利 息 135
為 替 差 損 62
投 資 事 業 組 合 運 用 損 166
そ の 他 187 552
経 常 利 益 4,426
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,738 2,738
特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 490
関 係 会 社 有 価 証 券 評 価 損 648
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 621
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 181
減 損 損 失 47 1,989
税 引 前 当 期 純 利 益 5,175
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,358
法 人 税 等 調 整 額 △1,008
当 期 純 利 益 3,825

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
東 急 建 設 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 成 田 智 弘
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 井 上 裕 人

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東急建設株式会社の2022年４月１日から2023年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東急建設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
東 急 建 設 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 成 田 智 弘
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 井 上 裕 人

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東急建設株式会社の2022年４月１日から

2023年３月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監査報告書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月24日

東 急 建 設 株 式 会 社 監 査 役 会

常勤監査役 橋 本 聰 ㊞
常勤監査役 落 合 正 ㊞
社外監査役 齋 藤 洋 一 ㊞
社外監査役 加 藤 善 一 ㊞
社外監査役 北 村 和 夫 ㊞

以 上



■土木 ■建築主な完成工事・受注工事 ■土木 ■建築■土木 ■建築

完成工事

小牧市立小牧南小学校改築工事のうち建築工事
発 注 者： 小牧市
工 事 場 所： 愛知県小牧市

❶

（仮称）ＥＳＲ東扇島ディストリビューションセンター
新築工事
発 注 者： タント特定目的会社
工 事 場 所： 神奈川県川崎市

❸

駒澤大学図書館建設工事
発 注 者： 学校法人駒澤大学
工 事 場 所： 東京都世田谷区

❷

プリマハム株式会社
鹿児島新工場建築工事
発 注 者： プリマハム株式会社
工事場所： 鹿児島県いちき串木野市

❹

5

4

2
3

6

1
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受注工事

土
　
　
木

有田海南道路1号トンネル工事
発注者：国土交通省 工事場所：和歌山県有田市
熊本５７号糖塚山トンネル新設工事
発注者：国土交通省 工事場所：熊本県宇土市
隅田川幹線人孔設置工事
発注者：東京都 工事場所：東京都墨田区
ダッカ都市交通整備事業（ＭＲＴ）１号線ＣＰ０１プルバチャル地区車両基地造成工事
発注者：ダッカ都市交通会社 工事場所：バングラデシュ人民共和国ダッカ市
都道首都高速３号線及び東急田園都市線との一体構造物の補強工事（土木工事その４）
発注者：東急電鉄株式会社 工事場所：東京都世田谷区

❶
❷
❸
❹
❺

建
　
　
築

囲町東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物本体工事
発注者：囲町東地区市街地再開発組合 工事場所：東京都中野区
株式会社マルハニチロ物流（仮称）川崎第一物流センター増設工事
発注者：株式会社マルハニチロ物流 工事場所：神奈川県川崎市
小石川地方合同庁舎（仮称）（22）建築その他工事
発注者：国土交通省 工事場所：東京都文京区
（仮称）博多区下川端町計画 地下解体工事及び新築工事

発注者：三菱地所株式会社 工事場所：福岡県福岡市
田園都市線駒沢大学駅リニューアル工事（建築工事その４）
発注者：東急電鉄株式会社 工事場所：東京都世田谷区

❻
❼
❽
❾
❿

石巻市渡波排水ポンプ場復興建設工事
発 注 者： 日本下水道事業団
工 事 場 所： 宮城県石巻市

❻

❺（仮称）荏田北三丁目集合住宅計画新築工事
発 注 者： 東急株式会社
工 事 場 所： 神奈川県横浜市

建 築 2023年3月期
億円 ％

官公庁 97 3.6
民間 1,628 60.8
東急グループ 106 4.0
海外 3 0.1
合計 1,835 68.5

土 木 2023年3月期
億円 ％

官公庁 376 14.1
民間 193 7.2
東急グループ 48 1.8
海外 224 8.4
合計 842 31.5

土 木
842億円

（31.5%）

建 築
1,835億円
（68.5%）

受注高
2,677億円

受注高の発注者別内訳

バングラデシュバングラデシュ9

10 3

42
1

86

75
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当社施工の３案件がウッドデザイン賞2022を受賞
当社が施工者として携わった、木を活用した施設３案件が、このたび「ウッドデザイン賞2022」を受賞いたしました。

当社としては、2020年、2021年に続き３年連続での受賞となります。
ウッドデザイン賞は、木の良さや価値をデザインの力で再構築することを目的として、優れた建築・空間や製品、活

動や仕組み、研究等を募集・評価し、表彰する顕彰制度です。「ライフスタイルデザイン部門」「ハートフルデザイン部門」
「ソーシャルデザイン部門」の３つの表彰部門に分かれておりますが、今回すべての部門において受賞することができま
した。

当社は、脱炭素社会実現に向けた取り組みの一環として、『MOC＋（モクタス）』ブランドを掲げ、木造・木質建築事
業に取り組んでおります。今回の受賞を機に、木の心地よさを広く社会に伝えるとともに、更なる事業の拡大に取り組
んでまいります。

渋谷区立 北谷公園（渋谷区）
部門・分野 ライフスタイルデザイン部門（建築・空間分野）
受賞団体 株式会社 日建設計｜Nikken Wood Lab、

東急株式会社、東急建設株式会社
サブカテゴリ 街づくり・公園・庭園

南関町庁舎（熊本市）
部門・分野 ソーシャルデザイン部門（建築・空間分野）
受賞団体 東急建設株式会社、株式会社シェルター
サブカテゴリ 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

星乃珈琲店 美しが丘店（横浜市）
部門・分野 ハートフルデザイン部門（建築・空間分野）
受賞団体 東急建設株式会社
サブカテゴリ 店舗・商業施設

クローズアップ
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国内初となる建設現場を対象としたバーチャルPPAサービス契約を締結
当社と株式会社クリーンエナジーコネクト（代表取締役：内田鉄平、以下、CEC）は、国内初となる建設現場を

対象としたバーチャルPPAサービス（以下、本サービス）契約を締結いたしました。これにより、当社の建設現場
における使用電力に対して、追加性※のある再生可能エネルギーの環境価値がCECから長期で提供されます。

当社の建設現場向けにCECが、2023年
３月までに日本国内で計45カ所、当社専用
の太陽光発電所を開発し、発電した電力を
卸電力取引市場へ売却、電力の環境価値に
ついてCECから当社へ長期（20年間）にわ
たって提供する本サービスを活用いたしま
す。本サービスを建設現場に活用したス
キームの導入としては、国内の建設業界で
初めての取り組みとなります。

本計画が実現すれば、当社の建設現場における電力使用に伴う年間二酸化炭素排出量のうち、約20％を
削減することができます。

当社はこれを機に、長期経営計画“To zero, from zero.”で提供価値の一つに掲げる「脱炭素」の早期実現
に向け、再生可能エネルギー電力への転換を加速させてまいります。
※追加性：企業の選択した調達方法が再生可能エネルギーへの投資を促進し、化石燃料の代替に繋がっていることを表すもので、再生可

能エネルギーの調達に積極的な企業の中で、重要視されています。

当社は2022年11月10日、性的マイノリティ（以下、LGBTQ＋）に関するダイバーシティ・マネジメントの促
進と定着を支援する団体である「work with Pride」が策定した評価指標「PRIDE 指標」において、「ゴールド」
を受賞いたしました。

このたび評価されたLGBTQ＋に関する当社の主な取り組みは、以下の通りです。
１. 差別の禁止を就業規則に明記し、LGBTQ＋を含めたダイバーシティ推進に関する社長メッセージを発信
２. 社員の理解向上を図るため、全役職員へLGBTQ＋に関する教育を実施
３. パートナーシップ規程の制定（同性婚および事実婚へ休暇取得や各種諸手当の

適用を拡大）
今後もLGBTQ＋に限らず、当社で働く一人ひとりの多様な個性を尊重し、能力を最大

限発揮できる職場環境を築き、安心で快適な生活環境づくりと社会課題の解決に引き続
き取り組んでまいります。

ゼネコン初、「PRIDE指標2022」において最高位の「ゴールド」を受賞
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株式関係業務におけるマイナンバーの利用

株式に関する『マイナンバー制度』のご案内

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月中

基準日 定時株主総会および期末配当：毎年3月31日
中間配当：毎年9月30日

公告方法

手数料 単元未満株式の買い増し・買い取り 無料
単元株式数 100株
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先）

（ウェブサイト） https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

単元未満株式の買い増し・買い取り、住所変更、配当金受け取り方法の指定等の請求、マイナンバーのお届出
〈証券会社等に口座をお持ちの場合〉
口座を開設されている証券会社等

〈特別口座※の場合〉
三井住友信託銀行株式会社

未払配当金の支払い請求、特別口座※から証券会社等の口座への振替請求

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 0120-782-031
ウェブサイト（株式に関するお手続き） https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

株式に関する各種手続きの お問い合わせ先

電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL（https://www.tokyu-cnst.co.jp/）

電話 0120-782-031（フリーダイヤル）

マイナンバーのお届出が済んでいない株主様は、お早めにお手続きください。
なお、お届出等のお手続きの詳細につきましては、下記「株式に関する各種手続きのお問い合わせ先」までお願いいたします。

法令に定められたとおり、「配当金に関する支払調書」および ｢単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払
調書｣等には株主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

※株券の電子化に伴って、証券保管振替機構（ほふり）に預託されなかった株主様の株式は、三井住友信託銀行に開設された特別口座に記録されています。
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株主総会 会場ご案内図

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
※ 本株主総会の開催・運営等に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

https://www.tokyu-cnst.co.jp/
※ 株主総会についてのお問い合わせ先：東急建設株式会社 経営戦略本部経営管理部 03-5466-5021

交通のご案内

セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 ボールルーム
東京都渋谷区桜丘町26番１号 03-3476-3000（代表）

会場

渋谷駅（JR南改札／京王井の頭線西口改札）より徒歩5分
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン ● 東急東横線 ● 東急田園都市線 ● 京王井の頭線 ● 東京メトロ銀座線

● 東京メトロ半蔵門線 ● 東京メトロ副都心線


